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(証券コード4673)
（発送日）2026年２月10日

（電子提供措置の開始日）2026年２月４日
株 主 各 位

東京都港区三田二丁目11番15号
川 崎 地 質 株 式 会 社
代表取締役社長 栃 本 泰 浩

第75期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ

うご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

【当社ウェブサイト】
https://www.kge.co.jp

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ・事業報告」「株主総会」を順に
選択いただき、ご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「川崎地質」又は「コー
ド」に当社証券コード「4673」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年２月25日（水
曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしてい

ただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コー
ド」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行
使期限までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使

のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう

ご返送ください。
敬 具

記
１．日 時 2026年２月26日（木曜日）午前10時 (受付開始(予定）午前９時)
２．場 所 東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル地下１階

三田ＮＮホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第75期（2024年12月１日から2025年11月30日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第75期（2024年12月１日から2025年11月30日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)書面（郵送）により、議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛
否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使
を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を
問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人と
して株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要と
なりますのでご了承ください。

以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお
願い申しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記のインターネット上の当社ウェブサイ
ト及び東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いた
します。

株主総会資料の電子提供制度に関するご案内
会社法改正による株主総会資料（※）の電子提供制度の開始に伴い、株主総会資料は、原則として、当社ウェ
ブサイト等で閲覧いただき、書面での提供を行わないことに変更となりましたが、本株主総会におきまして
は、従前どおり株主総会資料の内容を全て印刷した書面にて、全ての株主様へお送りいたします。なお、次回
以降の株主総会におきましては、諸般の事情を考慮のうえ判断する予定です。
（※）ここで株主総会資料とは、株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指しま
す。
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議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・４号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印
反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・３号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
全員反対する場合 「否」の欄に〇印
一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として
お取り扱いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

株主総会に
ご出席される場合

日 時

午前10時（受付開始:午前9時）
2026年2月26日（木曜日）

インターネットで議決権を
行使される場合

午後5時30分入力完了分まで
2026年2月25日（水曜日）

行使期限

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

午後5時30分到着分まで
2026年2月25日（水曜日）

行使期限

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

招集ご通知
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ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコードを読み
取ってください。

１

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※操作画面はイメージです。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

（受付時間 年末年始を除く9:00～21:00）

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の
操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を
ご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を
ご入力ください。

３

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがＰＣ向けサイトへ
アクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」
を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ＱＲコードを再度読み取っていただくと、ＰＣ向け サイトへ遷移できま
す。

インターネットによる議決権行使のご案内

0120-768-524

招集ご通知
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第75期事業報告
（2024年12 月 １ 日から）2025年11 月 30 日まで

１．企業集団の現況
（１）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国の通商政策等による影響が一部にみられる
ものの、雇用・所得環境の改善や政府による各種政策による効果もあり、緩やかに回復して
おります。
しかしながら、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスク、ウクライナ情勢の長期

化や中東情勢の地政学的リスク、エネルギー価格・原材料価格の高止まり等、世界経済の先
行きは依然として不透明な状況が続いております。
自然災害の激甚化・頻発化やインフラの老朽化への対応、二酸化炭素排出量の削減、防衛

力増強等はわが国が直面する内外の重要課題です。建設産業界におきましては、2025年６
月に「第１次国土強靱化実施中期計画」が閣議決定されました。これにより、2026年度か
ら2030年度までの５年間におおむね20兆円強程度の事業が計画されており、国内公共事業
を取り巻く環境は底堅く推移するものと予想されます。
こうした状況の中、建設コンサルタント及び地質調査業界として、しっかりと役割を果た

していく必要があります。当社グループは80年以上に亘って培ってきた技術を活かした調
査、点検、診断、解析、対策工法検討・設計等の維持管理業務や予防保全業務に注力してい
ます。さらに、地質リスクマネジメント技術を活かした提案力をもって、国土強靭化推進業
務をはじめとする自然災害・防災関連等の業務、道路・下水道維持管理をはじめとするイン
フラメンテナンス業務、再生可能エネルギーや海洋資源開発等の関連業務に全社員協力一致
のもと取り組みました。その結果、当連結会計年度の経営成績は、次のとおりとなりまし
た。
受注高は2024年11月期第１四半期に受注した大型案件が当連結会計年度において増額変

更となったため、131億87百万円（前期比11.9％増）となりました。
売上高は127億８百万円（前期比32.9％増）、営業利益は６億65百万円（前期比54.5％

増）、経常利益は７億37百万円（前期比41.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は６
億20百万円（前期比75.4％増）となりました。
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（対象区分別の売上構成）
（単位：千円）

事業の内容 対象区分 内容 金額 構成比

地質調査

土質調査

環境調査

防災調査

海洋調査

測 量

建設計画

設 計

施工管理

工 事

治山・治水
農林・水産

河川・ダム・砂防・治山・海岸・地すべ
り・急傾斜・農地造成・干拓・埋め立て・
農業水路・農道・林道・漁港・漁場

％
1,603,778 12.62

運輸施設
上下水道
情報通信

道路・鉄道・橋梁・トンネル・港湾・空
港・浚渫・人工島・上下水道・情報・通信 6,489,336 51.06

建築・土地
造成

超高層建物・一般建築物・鉄塔・レジャー
施設・地域再開発・土地造成 841,343 6.62

エネルギー
・資源

発電所・送電・備蓄施設・地熱エネルギ
ー・自然エネルギー・水資源・温泉・鉱
床・海底資源

2,693,865 21.20

環境
災害
保全

土壌・騒音・振動・水質・大気・動植物生
態調査・廃棄物処理施設・地盤沈下・地震
災害・火山災害

885,672 6.97

その他 遺跡・埋蔵文化財・学術調査・基礎調査・
その他 194,836 1.53

合 計 12,708,831 100.00

（２）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました、当社グループの設備投資の総額は119,620

千円で、その主なものは調査関連機材であります。

（３）資金調達の状況
特記事項はありません。

（４）重要な組織再編等の状況
特記事項はありません。
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（５）対処すべき課題
①第75期の業績レビュー
第６次中期経営計画（第75期〜第77期）初年度である第75期の業績は下表のとおりで、

第75期は計画を達成し、前期に対しても増収・増益となりました。また第６次中期経営計
画の目標である売上100億円、営業利益4億円、営業利益率4％を上回りました。前期に引
き続き受注環境は芳しくなかったものの、防衛省の大型業務や震災対応業務、再生可能エネ
ルギー関連等業務の施工に伴い大きな利益を得たことが主な要因となりました。

（第73期〜第75期の業績レビュー）

売上高 営業利益 親会社株主に帰属
する当期純利益

計画
（億円）

実績
（億円）

達成率
（％）

計画
（億円）

実績
（億円）

達成率
（％）

売上比
（％）

実績
（億円）

73
期 86.1 92.9 107.9 2.62 1.15 44.2 1.24 1.57

74
期 93.0 95.5 102.8 3.90 4.31 110.5 4.51 3.53

75
期 100.8 127.0 111.9 4.00 6.65 166.5 5.24 6.20

②第６次中期経営計画の基本方針
企業価値を向上させて将来に亘って安定した利益を確保し持続的に発展していけるよう、

次表に示す中・長期ビジョンを定め、具体的な改善に取り組むことでサスティナビリティ経
営の推進に努めてまいります。
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（第６次中期経営計画の取り組み（第75期〜第77期））
ビジョン 取り組み 内容

①経営基盤の
強化

財務体質の強化 有効な資産活用等
業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成

Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリ
ア戦略

グループ運営人材
の育成 企画とグループ会社指導人材の育成

ダイバーシティ経
営の推進

女性従業員の継続的採用・育成と上位等級への登用拡大、ライフイベン
トに合わせた働く環境の整備

ＤＸによる事業活
動の改革

処理の効率化等、生産性向上、情報の一元化と活用による経営合理化と
顧客サービス向上

②技術力及び
技術開発に
立脚した事
業展開

コンサル業務推進 防災設計対応部署の拡充、専門技術者の中途採用等
バックエンド事業 専任技術者の配置、応力測定システムの開発
海洋調査分野
洋上風力発電事業

セントラル方式の受注推進、新たな調査領域（浮体式洋上風力発電、海
域活断層、CCS）に関する設備投資・技術開発

既存技術の利活用
による売り上げ増
大

特化技術の即応性強化（空洞調査、アンカー健全度調査等）、各種探査
機器の導入（他社技術の導入や業務提携の推進）

技術開発・設備投
資

大学や研究機関と連携し地盤物性試験分野及びメンテナンス分野の技術
開発を推進

ＤＸ分野 生成系ＡＩの活用等
海外事業 事業パートナー・提携企業との連携等

③企業価値向
上を目指し
た改善活動

人材活用、育成 適材適所な配置と計画的な育成
職場環境（福利厚
生等）整備と制度
改訂

法令より先駆けた取り組み

ＤＸ推進、業務対
応改善 ①②と連動

企業統治の推進 法令遵守等の厳守
内部統制の高度化 的確なリスクスコープに基づく監査

2026年01月23日 19時32分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



事業報告

― 10 ―

イ 得意分野に係る斜面や堤防の解析・設計等の業務量拡大・利益確保
第71期以降、対象業務の全体に占める割合は売上高で18〜20％、粗利益で22〜24
％を維持しています。コンサル業務の原価率は業務全体に比べて平均的に5〜7％低
く、また市場環境がより安定しています。第75期は第74期に比べて、コンサル業務
の受注額が全体受注額に占める割合を、23％程度から28％程度に増やすことができ
ました。引き続き、コンサル業務の対応力強化に取り組みます。

ロ 得意分野や成長分野における事業推進強化
再エネ事業や放射性廃棄物処分事業及び防衛施設関連の事業に係わる売上拡大に努め
ました。再エネ事業においては、第71期（2021年3月）に海洋調査部門を一つの組
織に統合し、物理探査からボーリングまでワンストップでサービスを提供する体制を
整備しました。また国内最大規模となる水深50ｍ対応の海上鋼製櫓の増設、ＣＰＴ
調査船所有企業との営業提携等の取り組みの結果、同部門の売り上げは第70期10.3
億円、第71期9.0億円、第72期13.0億円、第73期25.9億円、第74期8.3億円、第75
期16.6億円となりました。変動はあるものの全般に売り上げを伸ばしてきており、
第70期に掲げた「2025年度売上を2020年度比150％とする」の目標を達成するこ
とができました。今後はセントラル方式による事業推進が主流となり、また浮体式基
礎形式が増えていくと思われますので、対応する技術開発を進めるとともに、受注機
会を逃さないよう努めてまいります。
放射性廃棄物処分事業においては、幌延深地層研究センター内の特殊条件下の調査業
務実績を積むとともに、原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）から地層処分事業に係
る文献調査を受注し対応しました。
そして防衛施設関連事業では、第74期以降、大規模な海上土質調査業務に携わりま
した。そこでは培ってきた海洋調査技術を活用し、音波探査、SEP（自己昇降式台
船）、鋼製櫓、大型船舶など、海象リスクに備えた取り組みを駆使して、工程短縮を
図るとともに、大きな売り上げと利益を得ることができました。
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ハ 災害対応の積極的推進
地震や豪雨に伴う土砂災害（斜面崩壊、河川堤防損壊等）では、地質・土質に係る高
度な知識と経験を駆使した発生原因の究明や対策検討が欠かせません。第74期〜第
75期は能登半島地震等に係り、管轄事業所である北陸支店で15億円超の災害対応業
務を受注し、これを全国の事業所の支援体制のもとで完工し、大きな社会貢献を果た
しました。このような取り組みを災害対応以外の業務に拡充し、全社の売上と利益を
さらに伸ばす取り組みを進めていきます。

ニ 持続的に発展する企業を目指した企業価値向上
定年延長、人事制度改訂、育児に伴う短時間勤務制度改訂、リモートワーク促進、リ
フレッシュ休暇制度改訂等の職場環境の整備を進めています。働きがいのある職場環
境を整備し、社員が安心して業務に精励するとともに新たな領域等に果敢にチャレン
ジできる企業を目指します。この結果、年次有給休暇取得日数や育児休暇取得者数が
増えるとともに、社員各位の成長度と貢献度をそれぞれ適切に評価して給与及び賞与
に反映させる人事制度を運用し、社員の働きがい向上を促進してきました。同時に生
産性を低下させぬよう、専任技術者を配置したDX推進強化に注力しています。引き
続き、業務変革と働き方改革を両立させ、企業価値向上と持続的発展、並びに社員満
足度向上に努めます。

現在の日本社会は、介護問題が深刻化し、女性やシニアを含め多様な働き方へのニーズ
が高まっています。当社においてもこれらを将来に亘る課題と位置付け、業界を取り巻く
市場環境の変化や、その中での当社の独自性への期待を踏まえ、業績維持・拡大とともに
働きがいのある企業、社会にとって必要な企業を目指します。

第75期からスタートした第６次中期経営計画は、長期的な将来展望を見据え、技術開
発やＤＸ推進による業務対応の効率化・高度化と働き方改革推進、Ｍ＆Ａを含む協業・連
携による販路拡大、社員自身の健康維持、株主並びに女性やシニアを含むあらゆる世代の
社員の満足度向上などを今後の重要な対処すべき課題とします。創立83周年を迎える第
76期は、第75期に引き続き、上記の改善取り組みを着実に積み重ね、上場企業として将
来に亘って安定した経営基盤構築を目指してまいります。

参考：中期経営計画 https://www.kge.co.jp/medium-term-plan.html
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（６）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況

項 目 第 72 期
（2022年度）

第 73 期
（2023年度）

第 74 期
（2024年度）

第 75 期
（2025年度）

売 上 高 （千円） ― 9,292,048 9,559,436 12,708,831
営 業 利 益 （千円） ― 115,658 431,112 665,970
経 常 利 益 （千円） ― 190,909 520,838 737,384
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （千円） ― 157,795 353,840 620,503

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ― 181円34銭 406円13銭 711円46銭
総 資 産 （千円） ― 9,614,889 9,766,445 11,956,943
純 資 産 （千円） ― 4,214,481 4,533,305 5,248,286
自己資本当期純利益率 （％） ― 3.7 8.1 12.7
（注）１．第73期連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第72期については記載しておりま

せん。また、第73期は連結初年度のため、自己資本当期純利益率は、期末自己資本に基づいて計算し
ております。

２．１株当たり当期純利益は、保有する自己株式数及び「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に残存する
当社の株式数を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

②当社の財産及び損益の状況

項 目 第 72 期
（2022年度）

第 73 期
（2023年度）

第 74 期
（2024年度）

第 75 期
（2025年度）

売 上 高 （千円） 9,383,433 9,158,753 9,215,306 12,390,307
営 業 利 益 （千円） 515,774 162,127 413,876 607,990
経 常 利 益 （千円） 594,475 236,230 501,837 678,757
当 期 純 利 益 （千円） 330,139 124,958 340,303 574,246
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 381円06銭 143円60銭 390円59銭 658円43銭
総 資 産 （千円） 8,613,081 9,380,918 9,505,376 11,642,355
純 資 産 （千円） 4,009,603 4,174,136 4,470,208 5,042,886
自己資本当期純利益率 （％） 8.6 3.1 7.8 12.1
（注）１株当たり当期純利益は、保有する自己株式及び「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に残存する当社の

株式数を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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（７）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の出資比率 主な事業内容

株式会社ユニオン・コンサルタント 23,000千円 100％ 地質調査業

（８）主要な事業内容（2025年11月30日現在）
当社グループは、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査

業務等を行い、これらに関連する測量、建設計画、設計等の業務及び工事を事業としており
ます。
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（９）主要な事業所（2025年11月30日現在）
①当社
本社 東京都港区三田二丁目11番15号
関東支社 東京都港区三田二丁目11番15号
海洋・エネルギー
事業部 東京都港区三田二丁目11番15号

北関東支店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目44番１号
横浜支店 神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地
北海道支店 北海道札幌市北区麻生町七丁目３番12号
北日本支社 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番16号
北陸支店 新潟県新潟市中央区紫竹山五丁目７番５号
中部支社 愛知県名古屋市名東区上社二丁目184番地
西日本支社 大阪府大阪市西区北堀江二丁目２番25号
神戸支店 兵庫県神戸市中央区御幸通五丁目２番15号
中国支店 岡山県岡山市北区柳町一丁目１番１号
四国支店 愛媛県松山市空港通三丁目12番12号
九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号
事務所・営業所 釧路・函館・青森・盛岡・秋田・山形・福島・宇都宮・群馬・水戸・千

葉・川崎・長野・浜松・佐渡・上越・石川・岐阜・三重・南大阪・滋
賀・奈良・和歌山・広島・島根・山口・高知・大分・長崎・熊本・宮
崎・鹿児島・沖縄

駐在員事務所 ベトナム国ハノイ

②子会社
株式会社ユニオン・コンサルタント 北海道札幌市北区麻生町七丁目３番12号
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（10）従業員の状況（2025年11月30日現在）
①企業集団の従業員数

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

373 名 ７名増

②当社の従業員数
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

357 名 ６名増

（注）従業員数には執行役員を含み、社外への出向者及び休職者を除いております。

（11）主要な借入先
①当社（2025年11月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高 （千 円）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,400,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,300,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200,000

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000

②子会社（2025年11月30日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 （千 円）

株 式 会 社 北 洋 銀 行 88,803

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 17,096
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２．会社の株式に関する事項（2025年11月30日現在）
（１）発行可能株式総数 3,400,000株

（２）発行済株式の総数 1,057,980株

（３）株主数 1,251名

（４）大株主（上位10名）
株主名 持株数 持株比率

株 ％
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 67,094 7.55

三 木 健 嗣 50,200 5.65

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 42,357 4.77

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 32,973 3.71

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 32,180 3.62

川 崎 地 質 従 業 員 持 株 会 25,131 2.83

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 24,120 2.71

友 田 剛 嗣 23,400 2.63

内 藤 正 23,180 2.61

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 15,600 1.75

（注）１．持株比率は自己株式（169,080株）を控除して記載しております。
２．株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）の所有株式数は、役員への業績報酬の一環である「役員株

式給付信託（ＢＢＴ）制度」及び従業員の福利厚生サービスの一環である「従業員株式給付信託（Ｊ
−ＥＳＯＰ）制度」を含んでおります。
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（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者

取 締 役
（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く） 790株 5名

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員 で あ る も の を 除 く） − −

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 − −

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等（2025年11月30日現在）

氏名 会社における地位 担当及び重要な兼職の状況

栃 本 泰 浩 代表取締役社長 経営管理本部長

太 田 史 朗 代表取締役専務執行役員 企画・技術本部長
株式会社ユニオン・コンサルタント取締役

若 狭 聡 取締役常務執行役員 西日本地区担当
企画・技術本部 設計統括室長

濱 田 泰 治 取締役執行役員 監査統括部長

沼宮内 信 取締役執行役員 企画・技術本部副本部長

風 間 基 樹 取締役 技術・品質管理、技術開発担当

若 林 眞 妃 取締役 築地四丁目法律事務所パートナー弁護士

土 子 雄 一 取締役（常勤監査等委員） 株式会社ユニオン・コンサルタント監査役

小 代 順 治 取締役（監査等委員） 弁護士

蓮 沼 辰 夫 取締役（監査等委員） 税理士

（注）１．取締役若林眞妃、取締役（監査等委員）小代順治、蓮沼辰夫の各氏は社外取締役であります。
２．取締役若林眞妃、取締役（監査等委員）小代順治の両氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に

関する相当程度の知見を有するものであります。
３．取締役（監査等委員）蓮沼辰夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために取締役（監査等委員）土子雄

一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
５．当社は若林眞妃、小代順治、蓮沼辰夫の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、届け出ております。
６．当事業年度中における取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏名 異動前 異動後 異動年月日

濱 田 泰 治 取締役執行役員
関東支社長

取締役執行役員
監査統括部長 2025年２月27日

７．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で、締結

しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の対象者（役員、執行役員、重要な使用人等）
であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、被保険者の損害賠償請求による損害が塡補されることとなります。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役若林眞妃氏及び取締役（監査等委員）土子雄一氏、小代順治氏及び蓮沼辰夫

氏は、損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法
令が規定する額としております。

（３）取締役の報酬等
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の限度額は2016年２月26日開催の第

65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限
度額は同総会において年額38,400千円以内と決議しておりますが、当該決議時の取締役員
数は取締役(監査等委員である取締役を除く)が８名、監査等委員である取締役は３名であり
ます。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針につきましては、以下のとおり
であります。
なお取締役会は当事業年度に係る報酬等についてその内容の決定方法やその決定された報

酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機

能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
ロ 取締役（監査等委員である取締役を除く）
取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応

じて支給する賞与及び株式報酬で構成されております。
基本報酬は月例の固定報酬とし、代表取締役社長 栃本泰浩（経営管理本部長）と代表

取締役専務執行役員 太田史朗（企画・技術本部長）が株主総会で決議された報酬総額の
範囲内において、役職、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定してお
ります。２名の代表取締役を決定権者とした理由は、各取締役の当社全体の業績等への関
与・責任度合いについて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためでありま
す。
賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度（使用人部分を除く）を総合的

に評価しております。
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株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達成状況を評価し役位
に応じてポイントを付与しております。当該指標を定量評価の基準としている理由といた
しましては、当社株価の変動を大きく左右すると判断したためであります。
なお、当事業年度は単体売上高、単体営業利益とも目標を達成したため、最終ポイント

付与時の達成係数は、1.0を採用しました。
なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別額であります。本株式報酬は監査等委

員を除く取締役と執行役員、理事を対象として2017年２月24日開催の第66期定時株主
総会において１事業年度当たり32,000株（うち取締役分として16,000株）を上限として
決議しております。当該決議時の取締役員数（監査等委員を除く）は８名であります。
ハ 監査等委員である取締役
監査等委員の報酬等の額は、固定報酬である「基本報酬」を基本とし、会社業績に応じ

て支給する賞与を含めた具体的な金額は、①に記載の限度額の範囲内において、監査等委
員である取締役の協議の上、定めております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（人）固定報酬

業績連動報酬

賞与 株式報酬
（ＢＢＴ）

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役)

69,180
（4,600）

48,393
（3,600）

16,500
（1,000）

4,287
（−）

８
（１）

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役）

21,100
（7,200）

18,600
（7,200）

2,500
（−）

−
（−）

3
（２）

（注）１．当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は7名（うち社外取締役１名）、監査等委員である取
締役は３名（うち社外取締役２名）であります。

２．上記には2025年２月27日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員
を除く）１名を含んでおります。

３．当事業年度における業績連動報酬は賞与及び株式報酬（ＢＢＴ）であります。
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（４）社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他
の法人等との関係
該当事項はありません。

②他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

③当事業年度における主な活動状況
活動状況

社外取締役 若 林 眞 妃
2025年２月27日就任以降に開催された取締役会に10回中10回出席
いたしました。
弁護士の資格を有し、特にコンプライアンスについての最新の知見を
もって、取締役会において、適宜必要な発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 小 代 順 治

当事業年度に開催された取締役会に14回中14回出席し、監査等委員
会に13回中13回出席いたしました。
弁護士の資格を有し、特にコンプライアンスについての最新の知見を
もって、会計監査人との面談や取締役会及び監査等委員会において、
適宜必要な発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 蓮 沼 辰 夫

当事業年度に開催された取締役会に14回中14回出席し、監査等委員
会に13回中13回出席いたしました。
税理士の資格を有し、特に財務会計について最新の知見をもって、会
計監査人との面談や取締役会及び監査等委員会において、適宜必要な
発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
（１）名称 みおぎ監査法人

（２）報酬等の額
区分 支払額（千円）

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000
・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 25,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な情報の入手、報告を受けた上で、会計
監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した
結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条
第１項の同意を行っております。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれかに該当すると認め

られた場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査
等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及び
その理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正

な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再
任の方針に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提
出いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
（１）業務の適正を確保するための体制の整備

当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会
社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりでありま
す。
①当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
イ 法令遵守体制の円滑な運営を図るために、当社行動綱紀、コンプライアンス規程を定

める。内部統制委員会を設け、内部統制システムの構築・改善・維持を推進する。法
令遵守・内部統制の実施・維持は監査統括部が担当する。法令遵守・内部統制に係る
規程・ガイドラインの策定等の立案は各担当部署においてもできるものとする。

ロ 取締役は、当社における重大な法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実を発見
した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会にも報告するものとす
る。

ハ 法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実についての社内報告体制を担保するた
めに、社内通報規程に基づき社内通報システムを整備する。

ニ 監査等委員は、当社の法令遵守体制、社内通報システムの運用に問題があると認めら
れる場合には、改善の策定を求めることができる。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、社内情報管理規程・文書管理規程等に基づき、その保存

媒体に応じて、適切かつ確実に検索できる状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲
覧可能な状態を維持する。
③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、業務執行に係るリスクについて、個々の管理責任者をおき、リスクの把握と

管理をする体制を整備する。
ロ リスク管理体制の円滑な運用を図るためリスク管理規程を定め、個々のリスクについ

ては、管理責任者が、リスク管理並びに対応・対処を行う。重大なる不測の事態が発
生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて情報連絡チー
ムや社外アドバイザーを組織し、迅速な対応を行い、被害損失の拡大を防止する。
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④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月１回、必要に応じて

適時臨時の取締役会を開催し、その審議を経て執行決定を行う。
ロ 取締役会の決定に基づく業務執行は、当社規程の定めに即し実施する。

⑤当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
イ グループ各社と緊密な連携を図り、企業集団としての経営の健全性及び効率性の向上

に資することを目的として「関係会社管理規程」を制定し、規程に基づいてグループ
会社を管理する「関連事業統括室」を設置する。

ロ 関連事業統括室は「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の経営内容の把握、
経営指導を実施する。

ハ 当社の監査等委員は、当社の監査に必要な範囲で関係会社に対し、事業経過の概要に
つき報告を求めることがある。

ニ 当社は、当社の監査に必要な範囲で関係会社の会計について監査することがある。
⑥当社の監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制、及び当該取締役及
び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項、並びに
当該取締役及び社員に対する指示の実効性確保に関する事項
イ 監査等委員の職務を補助する取締役及び使用人に関する監査等委員補助者規程を定

め、監査等委員からの申請があったときに監査等委員補助者を任命する。
ロ 監査等委員補助者の人事に係る事項は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会が

決定し、監査等委員補助者の独立性を確保する。
ハ 監査等委員からの指示の実効性を確保するため、監査等委員補助者は、その職務に関

して監査等委員の指揮命令のみに服す。
⑦当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、及び監査等委員会の監
査が実効的に行われることを確保するための体制、並びに報告した者が不利な取り扱いを
受けないことを確保するための体制
イ 取締役及び使用人は、法令違反並びに法令遵守に関する重大な事実が当社業務や業績

に重要な影響をおよぼすと判断される場合には、都度、監査等委員会に報告するもの
とする。監査等委員会が選定する監査等委員は、前記に関わらず、いつでも取締役及
び使用人に対して報告を求めることができる。

ロ 社内通報規程の運用により、監査等委員会への法令違反・その他法令遵守に関する円
滑な報告体制を確保する。
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ハ 当社は、上記の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由
として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。

⑧当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をし

た場合は、速やかに当該費用又は債務を処理する。
⑨反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で

臨み、不当、不法な要求には一切応じないとともに、取引関係も含めた一切の関係を遮断す
る。また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は監査等委員会制度を採用しており、取締役会、監査等委員会の各機関を設置してお

ります。取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）７名（うち、社外取締役１
名）、監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）の10名で構成しております。
当社は、取締役会において内部統制基本方針の見直しを定期的に行い、その実施状況を、

毎月開催する取締役会で報告する体制を採っております。当社業務の執行状況が当社取締役
会で報告されることにより、社外取締役が独立した立場から当社の経営に関する監視ができ
る体制を整備しております。
また、取締役（常勤監査等委員）は、当社取締役会のほか社内の重要会議に出席するとと

もに、取締役等から直接業務執行の状況について聴取を行い、業務執行の状況やコンプライ
アンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強
化及び向上を図っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年11月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

完成調査未収入金及び契約資産

未 成 調 査 支 出 金

材 料 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

8,273,453

1,097,586

2,721

6,518,768

585,017

496

69,513

△649

3,683,490

2,560,840

664,355

179,128

1,538,475

173,257

5,623

31,645

1,091,004

669,271

2,675

204,627

214,429

流 動 負 債 5,976,008
調 査 未 払 金 850,298
短 期 借 入 金 3,120,000
1年内償還予定の社債 100,000
1年内返済予定の長期借入金 102,588
リ ー ス 債 務 65,586
未 払 法 人 税 等 317,515
賞 与 引 当 金 16,891
未 成 調 査 受 入 金 355,257
そ の 他 1,047,870

固 定 負 債 732,648
長 期 借 入 金 99,311
リ ー ス 債 務 123,987
役員退職慰労引当金 2,667
退職給付に係る負債 452,381
そ の 他 54,300
負 債 合 計 6,708,657

純 資 産 の 部
株 主 資 本 4,817,214
資 本 金 819,965
資 本 剰 余 金 826,345
利 益 剰 余 金 3,696,904
自 己 株 式 △526,000

その他の包括利益累計額 431,071
その他有価証券評価差額金 329,016
退職給付に係る調整累計額 102,055
純 資 産 合 計 5,248,286

資 産 合 計 11,956,943 負債純資産合計 11,956,943
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2024年12 月 １ 日から）2025年11 月 30 日まで

（単位：千円）
科目 金額

売 上 高 12,708,831

売 上 原 価 9,527,926

売 上 総 利 益 3,180,905

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,514,934

営 業 利 益 665,970

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 19,582

雑 収 入 97,327 116,910

営 業 外 費 用

支 払 利 息 43,159

雑 損 失 2,335 45,495

経 常 利 益 737,384

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 158,511 158,511

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 895,896

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 407,470

法 人 税 等 調 整 額 △132,077 275,393

当 期 純 利 益 620,503

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 620,503

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2024年12 月 １ 日から）2025年11 月 30 日まで

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 819,965 826,345 3,120,850 △528,973 4,238,186
当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当 △44,448 △44,448
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 620,503 620,503

自 己 株 式 の 取 得 △401 △401
自 己 株 式 の 処 分 3,375 3,375
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 576,054 2,973 579,028
当連結会計年度末残高 819,965 826,345 3,696,904 △526,000 4,817,214

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額

当連結会計年度期首残高 281,661 13,456 295,118 4,533,305
当連結会計年度変動額
剰 余 金 の 配 当 △44,448
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 620,503

自 己 株 式 の 取 得 △401
自 己 株 式 の 処 分 3,375
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額） 47,354 88,598 135,953 135,953

当連結会計年度変動額合計 47,354 88,598 135,953 714,981
当連結会計年度末残高 329,016 102,055 431,071 5,248,286
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社ユニオン・コンサルタント

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社の名称
文化財調査コンサルタント株式会社
ＯＨＹＡ ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ ＥＮＥＲＧＹ株式会社

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない関連会社は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
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②棚卸資産
未成調査支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）
材料貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
主な耐用年数
建物及び構築物 ３年〜50年
機械装置及び運搬器具 ２年〜８年

②無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

③リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
従業員への賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額

を計上しております。
③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しております。
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（４）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から
費用処理することとしております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を費用処理して
おります。

③小規模企業による簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（５）収益及び費用の計上基準
当社グループは地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行っており、

当該履行義務は調査業務の進捗に伴い支配が顧客に移転し、一定の期間にわたり充足される
ため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわた
り認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生
原価に基づくインプット法（工事原価総額に対する発生した工事原価の割合）によっており
ます。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合には、
原価回収基準を適用しております。また、少額又は期間がごく短い業務については、一定の
期間にわたり収益を認識せず、引渡時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点
で収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）
履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
売上高 10,628,068千円（うち川崎地質株式会社 10,532,448千円）
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（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高については、決算日
までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度
を見積り、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算出しております。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
「工事原価総額」

契約案件ごとの実行予算に基づいて見積もっております。実行予算の策定にあたっては
施工方法や仕様内容、作業工程に応じて人件費や外注費等の工数を積み上げて策定してお
ります。また、調査着手後も継続的に実行予算に基づく工事原価の事前の見積と実績を対
比することによって、適時・適切に工事原価総額の見積の見直しを行っております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
工事原価総額の見積りは、仕様の変更、外注費の変動、自然災害やパンデミック（世界

的流行病）発生等による調査の中断、実行予算策定時に顕在化していなかった事象の発生
等の様々な要因により変動する可能性があり、その結果、翌連結会計年度の連結計算書類
において、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高の金額に重
要な影響を与える可能性があります。

（追加情報）
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
（１）役員株式給付信託（ＢＢＴ）

当社は、役員等に対して業績や株価を意識した経営を動機付け、かつ株主との利益意識を
共有することを目的として「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しております。
①取引の概要

本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、受益者要件を満たした
者に対して当社株式を給付する仕組みです。給付する株式については、あらかじめ信託設
定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

②会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第30号2015年３月26日）に準じております。

2026年01月23日 19時32分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連結計算書類

― 33 ―

③信託が保有する自社の株式に関する事項
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式
の帳簿価額及び株式数は、40,985千円、16,394株であります。

（２）従業員株式給付信託（Ｊ−ＥＳＯＰ）
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績

との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向
上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「従業員株式給付信託（Ｊ−ＥＳＯ
Ｐ）」を導入しております。
①取引の概要

本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場
合に当該退職者に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポ

イントに相当する当社株式を給付します。退職者に対し給付する株式については、あらか
じめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとし
ます。
また、信託銀行は制度加入者である当社従業員（信託管理人）の指図に基づき議決権を

行使します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確

保にも寄与することが期待されます。
②会計処理

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務
対応報告第30号2015年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法を継続して
おります。

③信託が保有する自社の株式に関する事項
信託における帳簿価額は、当連結会計年度133,341千円であります。信託が保有する

自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しておりません。
また、期末株式数は、当連結会計年度は50,700株であります。期中平均株式数は、当

連結会計年度は52,485株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情
報の計算上、控除する自己株式数に含めておりません。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 2,270,307千円
２．担保に供している資産及びこれに対する債務
（１）担保に供している資産

建物及び構築物 349,795千円
土地 1,269,787千円
計 1,619,582千円

（２）上記に対する債務
短期借入金 1,220,000千円
１年内返済予定の長期借入金 18,588千円
１年内償還予定の社債 100,000千円
長期借入金 67,311千円
計 1,405,899千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
（１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,057,980株

（２）剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年２月27日
定時株主総会 普通株式 22,224 25 2024年11月30日 2025年２月28日

2025年７月11日
取締役会 普通株式 22,223 25 2025年５月31日 2025年８月４日

（注）2025年２月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には「従業員株式給付信託（Ｊ−ＥＳＯ
Ｐ）及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対する配当金1,781千円が含まれてお
り、2025年７月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には「従業員株式給付信託（Ｊ−ＥＳＯ
Ｐ）及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対する配当金1,747千円が含まれてお
ります。
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②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になる
もの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年２月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 106,668 120 2025年11月30日 2026年２月27日

（注）2026年２月26日定時株主総会決議予定による配当金の総額には「従業員株式給付信託（Ｊ−ＥＳＯＰ）
及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対する配当金8,051千円が含まれておりま
す。

（金融商品に関する注記）
（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取り組方針
当社グループは、資金調達計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行によ

り調達しております。また、一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な取引
は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び完成調査未収入金については、顧客の信用リスクに晒され

ております。
投資有価証券は、主として長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され

ております。
営業債務である調査未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払いであります。

社債及び借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備等投資資金（長期）であり、
償還日（又は返済期日）は決算日後、最長で７年あります。

③金融商品に係るリスク管理体制
営業債権につきましては、販売管理規程に従い、各支社支店が取引先の状況を定期的に

モニタリングし、残高を管理するとともに回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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（２）金融商品の時価等に関する事項
2025年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。また、現金及び預金、受取手形、完成調査未収入金及び契約資産、
調査未払金、短期借入金については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（１）投資有価証券 630,341 630,341 −

資産計 630,341 630,341 −

（１）長期借入金（※） 201,899 199,057 △2,841

（２）社債（※） 100,000 99,408 △591

負債計 301,899 298,466 △3,432

（※）１年内返済予定の長期借入金及び１年内償還予定の社債を含めております。

（注）１．市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対
照表計上額は以下のとおりであります。

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 22,930

関係会社株式 16,000

２．金銭債権の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

（１）現金及び預金 1,097,586 − − −

（２）受取手形 2,721 − − −

（３）完成調査未収入金 824,871 − − −

合計 1,925,179 − − −
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３．長期借入金の決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 102,588 94,764 4,547 −

４．社債の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

社債 100,000 − − −

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区 分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

株式 630,341 − − 630,341

資 産 計 630,341 − − 630,341
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②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区 分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 − 199,057 − 199,057

社債 − 99,408 − 99,408

負 債 計 − 298,466 − 298,466

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
長期借入金
時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
社債
時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値により算定しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、主に東京都港区内において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用オフィスビ

ルを所有しております。なお、その一部については、当社が使用しているため、賃貸等不動産
として使用される部分を含む不動産としております。
当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連

結会計年度増減額及び時価は次のとおりであります。
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額（千円） 当連結会計年度末の時価

（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,445,462 △15,119 1,430,343 2,526,008

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度増減額のうち、増加はなく減少は減価償却（15,119千円）であります。
３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」に基づいて自社で算定

した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

また、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2025年11月期における損
益は次のとおりであります。

賃貸収益（千円） 賃貸費用（千円） 差額（千円） その他（売却損益等）
（千円）

70,234 23,855 46,379 −

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、オフィスとして当社が使用している部分も含むた
め、当該部分の賃貸収益及び当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）は計上
されておりません。
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（収益認識に関する注記）
（１）収益の分解

当社グループは、建設コンサルタント事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との
契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
建設コンサルタント事業

一時点で移転される
財又はサービス

一定期間にわたり移転
される財又はサービス 合計

国・官公庁 170,010 5,722,458 5,892,468

地方公共団体 855,070 1,149,927 2,004,997

民間その他 1,055,683 3,755,681 4,811,365
顧客との契約から
生じる収益 2,080,763 10,628,068 12,708,831

その他の収益 − − −

外部顧客への売上高 2,080,763 10,628,068 12,708,831

（２）収益を理解するための基礎的な情報
「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）３.会計方針に関

する事項(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 481,229 824,871

契約資産 3,105,823 5,693,896

契約負債 236,692 355,257

（注）１．契約資産は、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約のうち、履行義務が一定の期間にわたり充
足される場合に該当するものについて、期末日時点で収益を認識しているが未請求の履行義務に係る
対価に対する権利に関するものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客と
の契約から生じた債権に振替えます。

２．契約負債は、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約について、一定の支払条件に基づき顧客か
ら受け取った前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩します。

②残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は5,719,476千円

であり、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約に関する取引によるものです。当該
取引は契約の履行に応じ、期末日後概ね２年以内に収益認識される予定です。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 6,015円19銭
２．１株当たり当期純利益 711円46銭

（重要な後発事象に関する注記）
当社は、2025年７月11日開催の取締役会において、株式会社名桜土質測量設計の全株式を

取得して子会社化することを決議し、同年９月２日付で株式譲渡契約を締結、2025年12月３
日、全株式を取得しました。

（１）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業内容
被取得企業の名称 株式会社名桜土質測量設計
事業の内容 建設コンサルタント、測量、施工管理、土質試験、地質調査、磁気探査業務
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②企業結合を行った主な理由
沖縄県エリアの拠点として、相乗効果による受注増を目指すため。

③企業結合日
2025年12月３日

④企業結合の法的形式
株式取得

⑤結合後企業の名称
変更はありません。

⑥取得した議決権比率
100％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

（２）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 300,000千円
取得の原価 300,000千円

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

（４）発生したのれん金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
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貸 借 対 照 表
（2025年11月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
完成調査未収入金及び契約資産
未 成 調 査 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

7,971,760
887,620
2,721

6,484,757
520,658

496
61,972
14,184
△649

3,670,594
2,416,270
608,080
2,183

179,128
0

1,148
1,453,068
172,661
29,207
16,397
9,435
3,374

1,225,117
632,627
126,983
8,540
2,675
55,557
248,459
44,789
105,483

流 動 負 債 5,798,251
調 査 未 払 金 834,533
短 期 借 入 金 3,100,000
1年内償還予定の社債 100,000
１年内返済予定の長期借入金 84,000
リ ー ス 債 務 64,990
未 払 金 25,665
未 払 費 用 771,399
未 払 消 費 税 等 145,557
未 払 法 人 税 等 299,416
未 成 調 査 受 入 金 330,182
預 り 金 41,319
前 受 収 益 770
そ の 他 416

固 定 負 債 801,217
長 期 借 入 金 32,000
リ ー ス 債 務 123,987
退 職 給 付 引 当 金 590,930
預 り 保 証 金 54,300
負 債 合 計 6,599,469

純 資 産 の 部
株 主 資 本 4,724,583
資 本 金 819,965
資 本 剰 余 金 826,345
資 本 準 備 金 826,345

利 益 剰 余 金 3,604,273
利 益 準 備 金 143,748
その他利益剰余金 3,460,524
買換資産圧縮積立金 82,208
別 途 積 立 金 1,126,000
繰越利益剰余金 2,252,316

自 己 株 式 △526,000
評 価 ・ 換 算 差 額 等 318,302
その他有価証券評価差額金 318,302
純 資 産 合 計 5,042,886

資 産 合 計 11,642,355 負債純資産合計 11,642,355
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2024年12 月 １ 日から）2025年11 月 30 日まで

（単位：千円）
科目 金額

売 上 高 12,390,307

売 上 原 価 9,365,524

売 上 総 利 益 3,024,783

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,416,792

営 業 利 益 607,990

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 19,063

雑 収 入 95,183 114,247

営 業 外 費 用

支 払 利 息 41,144

雑 損 失 2,335 43,480

経 常 利 益 678,757

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 158,511 158,511

税 引 前 当 期 純 利 益 837,269

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 389,289

法 人 税 等 調 整 額 △126,266 263,023

当 期 純 利 益 574,246

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2024年12 月 １ 日から）2025年11 月 30 日まで

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰余金
買換資産
圧縮積立金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 819,965 826,345 826,345 143,748 82,208
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − − −
当 事 業 年 度 期 末 残 高 819,965 826,345 826,345 143,748 82,208

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途

積立金
繰越利益
剰 余 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 1,126,000 1,722,518 3,074,476 △528,973 4,191,812
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △44,448 △44,448 △44,448
当 期 純 利 益 574,246 574,246 574,246
自 己 株 式 の 取 得 △401 △401
自 己 株 式 の 処 分 3,375 3,375
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） −

事業年度中の変動額合計 − 529,797 529,797 2,973 532,771
当 事 業 年 度 期 末 残 高 1,126,000 2,252,316 3,604,273 △526,000 4,724,583
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評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 278,396 278,396 4,470,208
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △44,448
当 期 純 利 益 − 574,246
自 己 株 式 の 取 得 − △401
自 己 株 式 の 処 分 − − 3,375
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 39,905 39,905 39,905

事業年度中の変動額合計 39,905 39,905 572,677
当 事 業 年 度 期 末 残 高 318,302 318,302 5,042,886
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成調査支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

材料貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 ６年〜46年
機械及び装置 ２年〜８年

無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法
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４．引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金
従業員等の退職給付に備え、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から
費用処理することとしております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を費用処理しており
ます。

５．収益及び費用の計上基準
当社は地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行っており、当該履行義

務は調査業務の進捗に伴い支配が顧客に移転し、一定の期間にわたり充足されるため、履行義
務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しており
ます。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生原価に基づくイン
プット法（工事原価総額に対する発生した工事原価の割合）によっております。ただし、履行
義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合には、原価回収基準を適用し
ております。また、少額又は期間がごく短い業務については、一定の期間にわたり収益を認識
せず、引渡時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しておりま
す。

（会計上の見積りに関する注記）
履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
売上高 10,532,448千円
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（２）識別した項目に係る会計上の見積の内容に関する情報
①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高については、決算日
までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度
を見積り、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算出しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
「工事原価総額」

契約案件ごとの実行予算に基づいて見積もっております。実行予算の策定にあたっては
施工方法や仕様内容、作業工程に応じて人件費や外注費等の工数を積み上げて策定してお
ります。また、調査着手後も継続的に実行予算に基づく工事原価の事前の見積と実績を対
比することによって、適時・適切に工事原価総額の見積の見直しを行っております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
工事原価総額の見積りは、仕様の変更、外注費の変動、自然災害やパンデミック（世界

的流行病）発生等による調査の中断、実行予算策定時に顕在化していなかった事象の発生
等の様々な要因により変動する可能性があり、その結果、翌事業年度の計算書類におい
て、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高の金額に重要な影
響を与える可能性があります。

（追加情報）
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
連結注記表の（追加情報）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 2,152,633千円
２．担保に供している資産及びこれに対する債務
（１）担保に供している資産

建物 307,882千円
土地 1,173,779千円
計 1,481,661千円

（２）上記に対する債務
短期借入金 1,200,000千円
一年以内償還予定の社債 100,000千円
計 1,300,000千円

３．関係会社に対する金銭債務 1,650千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
仕入高 22,565千円
一般管理費 2,843千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数㈱ 当期増加株式数㈱ 当期減少株式数㈱ 当期末株式数㈱

自己株式

普通株式 186,731 93 1,350 185,474

合計 186,731 93 1,350 185,474

（注）１．普通株式の自己株式の当期末株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する「役
員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」の株式が含まれております。

２．自己株式（普通株式）の増加93株は単元未満株式の買取によるものであります。
３．自己株式（普通株式）の減少1,350株は「役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」の保有残高減少による

ものです。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 18,446千円
未払事業所税 1,455千円
退職給付引当金 190,577千円
減損損失 16,426千円
投資有価証券評価損 2,880千円
関係会社株式評価損 1,576千円
賞与 184,037千円
その他 36,890千円

繰延税金資産の小計 452,290千円
評価性引当額 △21,986千円

繰延税金資産の合計 430,304千円
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金 37,348千円
その他有価証券評価差額金 144,496千円

繰延税金負債の合計 181,844千円
繰延税金資産の純額 248,459千円

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表の

（収益認識に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 5,779円77銭
２．１株当たり当期純利益 658円43銭

（重要な後発事象に関する注記）
連結注記表の（重要な後発事象に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年１月20日

川崎地質株式会社
取締役会 御中

みおぎ監査法人
東京都千代田区

指定社員
業務執行社員 公認会計士 中 村 謙 介
指定社員
業務執行社員 公認会計士 高 野 将 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、川崎地質株式会社の2024年12月１日から2025年

11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、川崎地質株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年１月20日

川崎地質株式会社
取締役会 御中

みおぎ監査法人
東京都千代田区

指定社員
業務執行社員 公認会計士 中 村 謙 介
指定社員
業務執行社員 公認会計士 高 野 将 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、川崎地質株式会社の2024年12月１日から

2025年11月30日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年12月1日から2025年11月30日までの第75期事業年度における取締役の職務の

執行について、監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると共に、下記の方法で監
査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、監査統括部と連携の上、重要な会議に出席し、

取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及びその連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 みおぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人 みおぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年１月21日 川崎地質株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 土 子 雄 一 ㊞
監査等委員 小 代 順 治 ㊞
監査等委員 蓮 沼 辰 夫 ㊞

（注）監査等委員小代 順治及び蓮沼 辰夫は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

当社は、継続的に安定した配当を行うとともに、経営体質の強化と事業展開に備え、内部留
保も拡充していくことを基本方針としておりますが、同時に株主に対する利益還元についても
経営の重要課題の一つとして認識しております。
期末配当に関する事項
第75期の期末配当につきましては、上記の方針及び通期業績を踏まえ、以下のとおりとい

たしたいと存じます。

①配当財産の種類
金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金120円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は106,668,000円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日
2026年２月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員７名は、本定時株主総会終結の時をもって任

期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）７名の選任をお
願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取

締役を除く）候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

１
再任

栃
とち

本
もと

泰
やす

浩
ひろ

（1961年２月９日生）

1983年４月 当社入社
2007年４月 当社西日本支社技術部長
2015年３月 当社理事西日本支社シニアエンジニア
2015年４月 当社理事戦略企画本部技術企画部長
2017年２月 当社執行役員西日本事業本部長

兼西日本支社長
2018年２月 当社執行役員戦略企画本部長
2018年２月 当社取締役執行役員戦略企画本部長
2020年２月 当社代表取締役社長兼戦略企画

本部長
2021年４月 当社代表取締役社長（現任）
2023年２月 当社経営管理本部長（現任）

3,120株 14回/14回

（取締役選任理由）
当社の事業部門及び技術統括部門の運営に係る豊
富な経験・実績・見識を有し、代表取締役として
当社の持続的な発展に尽力しており、今後も企業
価値向上を担う者として適任である。

2026年01月23日 19時32分 $FOLDER; 59ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



株主総会参考書類

― 59 ―

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

２
再任

太
おお

田
た
史
し
朗
ろう

（1973年７月10日生）

1996年４月 当社入社
2008年９月 当社北日本支社技術部長
2011年３月 当社理事北日本支社技術部長
2011年12月 当社理事北日本支社技術開発部長
2013年２月 当社取締役執行役員北日本支社長
2021年２月 当社取締役常務執行役員北日本支社長
2021年４月 当社取締役常務執行役員事業企画部長
2022年４月 当社取締役常務執行役員企画・

技術本部長
2022年12月 株式会社ユニオン・コンサルタ

ント取締役（現任）
2023年２月 当社代表取締役専務執行役員企

画・技術本部長（現任）

4,995株 14回/14回

（取締役選任理由）
当社の事業部門の運営に係る豊富な経験・実績・
見識を有し、販路拡大等、当社の持続的な発展に
尽力しており、今後も企業価値向上を担う者とし
て適任である。

３
再任

若
わか

狭
さ

聡
さとし

（1959年４月21日生）

1991年11月 パシフィックコンサルタンツ株
式会社入社

2014年10月 同社国土保全事業本部長
2016年10月 同社事業管理統括部長
2016年12月 同社取締役事業管理統括部長
2017年12月 パシフィックコンサルタンツグ

ループ株式会社取締役総務部長
2019年３月 株式会社エスサービス顧問
2021年１月 当社入社 技術顧問
2025年２月 当社取締役常務執行役員西日本

地区担当 企画・技術本部設計統
括室長（現任）

−株 10回/10回

（取締役選任理由）
大手建設コンサルタント会社において、取締役と
して、設計業務の事業推進・事業管理や、危機管
理・関連会社の統括管理を担う等、幅広い経験・
実績・見識を有し、当社の企業価値向上を担う者
として適任である。

2026年01月23日 19時32分 $FOLDER; 60ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



株主総会参考書類

― 60 ―

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

４
再任

濱
はま

田
だ
泰
たい

治
じ

（1969年９月２日生）

1994年４月 当社入社
2014年４月 当社事業本部地盤部長
2020年２月 当社首都圏事業本部長
2020年３月 当社理事首都圏事業本部長
2021年２月 当社執行役員首都圏事業本部長
2021年４月 当社執行役員関東支社長
2023年２月 当社取締役執行役員関東支社長
2025年２月 当社取締役執行役員監査統括部

長（現任）
1,785株 14回/14回

（取締役選任理由）
当社の事業部門の運営に係る豊富な経験・実績・
見識を有し、当社の持続的な発展に尽力してお
り、今後も企業価値向上を担う者として適任であ
る。

５
再任

沼 宮
ぬま く

内
ない

信
まこと

（1969年９月12日生）

1994年４月 当社入社
2009年４月 当社北海道支店長
2013年２月 当社理事北海道支店長
2013年６月 当社理事本社営業本部営業企画部長
2021年４月 当社理事事業企画部事業推進部長
2022年２月 当社執行役員企画・技術本部副

本部長
2023年２月 当社取締役執行役員企画・技術

本部副本部長（現任）
2,770株 14回/14回

（取締役選任理由）
当社の事業部門及び技術・営業統括部門の運営に
係る豊富な経験・実績・見識を有し、事業推進や
人材育成等当社の持続的な発展に尽力しており、
当社の企業価値向上を担う者として適任である。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

６
再任

風
かざ

間
ま
基
もと

樹
き

（1959年２月７日生）

1981年４月 運輸省（現国土交通省）入省
1994年３月 東北大学工学部土木工学科助教授
2000年８月 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻教授
2024年４月 当社入社 技術顧問
2025年２月 当社取締役技術・品質管理、技術開発担当（現任） −株 10回/10回
（取締役選任理由）
国内の地盤防災分野の研究における第一人者であ
り、防災や災害対応に関する行政委員も数多く経
験する等、豊富な経験・実績・見識を有し、当社
の企業価値向上を担う者として適任である。

７
再任 社外 独立 女性

若
わか

林
ばやし

眞
ま
妃
き

（1975年７月６日生）

2004年10月 弁護士登録 髙井伸夫法律事務所（現 弁護士法人髙井・岡芹法律事務所）入所
2009年９月 築地四丁目法律事務所パートナー弁護士（現任）
2025年２月 当社取締役（現任）

−株 10回/10回
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
過去に直接会社経営に関与した経験はないが、弁
護士としての高度な専門知識を有しており、当社
の法務・コンプライアンスやガバナンス体制の強
化、リスク管理への貢献を期待することができ、
当社の企業価値向上を担う者として適任である。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．若狭聡氏、風間基樹氏、若林眞妃氏の取締役会出席回数は、前回総会での就任後の回数を記載してい

るため、他の候補者と開催回数が異なります。
３．若林眞妃氏は社外取締役候補者であります。
４．若林眞妃氏が社外取締役に就任した場合、当社は若林眞妃氏と会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。なお、当該契約
に基づく損害賠償の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額といたします。

５．若林眞妃氏は、現在当社の社外取締役でありますが、取締役としての在任期間は、本総会終結の時を
もって１年となります。

６．当社は保険会社との間で会社法第430条の3第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を継続し
ており、当社取締役を含む被保険者に対する株主等により提起された損害賠償請求の損害を当該保険
契約によって填補することとしております。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７．若林眞妃氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定
であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員３名は本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきま

しては監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

１
再任

土
つち

子
こ
雄
ゆう

一
いち

（1962年２月23日生）

1984年４月 株式会社富士銀行（現株式会社
みずほ銀行）入行

1994年５月 同行国際総括部詰調査役富士銀行
信託会社（ニューヨーク）出向

2004年７月 株式会社みずほ銀行朝霞支店長
2007年５月 同行函館支店長
2012年11月 株式会社みずほフィナンシャル

グループグループ人事部人材開
発室長

2013年12月 当社入社理事財務本部財務・株
式部長

2015年２月 当社執行役員経営管理本部財
務・株式部長

2017年２月 当社取締役執行役員経営管理本
部財務・株式部長

2018年４月 当社取締役執行役員経営管理本
部財務企画部長

2020年２月 当社取締役執行役員財務企画部長
2021年４月 当社取締役執行役員経営管理本

部財務企画部長
2022年12月 株式会社ユニオン・コンサルタ

ント監査役（現任）
2024年２月 当社取締役常勤監査等委員（現

任）

2,975株 14回/14回

２
再任 社外 独立

小
お
代
じろ

順 治
じゅん じ

（1949年３月16日生）

1985年３月 司法研修所卒業
1985年４月 弁護士登録
1989年４月 小代法律事務所所長弁護士（現任）
1998年４月 東京地方裁判所調停委員
2014年２月 当社社外監査役
2016年２月 当社社外取締役監査等委員（現任）

−株 14回/14回
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

取 締 役 会
出 席 回 数

３
再任 社外 独立

蓮 沼 辰 夫
はす ぬま たつ お

（1952年９月８日生）

1971年４月 東京国税局入局
2002年７月 税務大学校研究部教授
2008年７月 東京国税局調査第二部統括国税

調査官
2012年７月 練馬西税務署長
2013年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任）
2019年１月 巴工業株式会社社外取締役監査

等委員
2023年２月 当社社外取締役監査等委員（現任）

−株 14回/14回

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．小代順治氏と蓮沼辰夫氏は社外取締役候補者であります。
３．小代順治氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社

の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、引き続き当該知見を活かし特
に法務コンプライアンスについて、その専門的見地及び見識により職務を適切に遂行していただける
ものと期待し、選任をお願いするものであります。

４．蓮沼辰夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社
の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格を有しており、引き続き当該知見を活かし特
に財務会計について、その専門的見地及び見識により職務を適切に遂行していただけるものと期待
し、選任をお願いするものであります。

５．本議案が原案どおり承認可決され、土子雄一氏、小代順治氏及び蓮沼辰夫氏が監査等委員である取締
役として再任が承認された場合、当社は各氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額とい
たします。

６．小代順治氏及び蓮沼辰夫氏は、現在当社の社外取締役監査等委員でありますが、社外取締役監査等委
員としての在任期間は、本総会終結の時をもって小代順治氏が10年、蓮沼辰夫氏が３年となります。

７．当社は小代順治氏及び蓮沼辰夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定でありま
す。

８．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役を含む被保険者に対する株主等により提起された損害賠償請求の損害を当該保険
契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険
契約の被保険者となります。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお
ります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本定時株主総会開始の時をもって、補欠の監査等委員である取締役の選任効力が満了となり

ますので、引き続き法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備
え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
本選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議により取

り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

工
く

藤
どう

秀
ひで

男
お

（1958年４月17日生）

1977年４月 札幌国税局入局
2011年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官
2015年７月 国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官
2017年７月 東京国税局調査第一部次長
2018年７月 芝税務署長
2019年８月 工藤秀男税理士事務所所長（現任）
2020年４月 株式会社アルテサロンホールディングス

（現株式会社アルテジェネシス）社外監査
役（現任）

−株

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．工藤秀男氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．工藤秀男氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はあ

りませんが、税理士の資格を有しており、その専門的見地及び見識により職務を適切に遂行していた
だけるものと判断し、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

４．工藤秀男氏が社外取締役に就任した場合、当社は工藤秀男氏と会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約
に基づく損害賠償の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額といたします。

５．当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者に対する株主等により提訴された損害賠償請求の損害を当該保険契
約によって填補することとしております。
候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約
は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６．工藤秀男氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員の要件を満たしております。
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（ご参考）
取締役候補者の専門性及び経験は以下のとおりです。

取締役（監査等委員を除く）

氏名
企
業
経
営

事
業
戦
略
・
営
業

技
術
・
品
質
管
理

技
術
開
発
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

財
務
会
計

法
務
・
内
部
統
制

サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ

人
事
労
務
・
人
材
開
発

行
政
経
験

栃本泰浩 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

太田史朗 〇 〇 〇 〇 〇 〇

若狭 聡 〇 〇 〇 〇 〇 〇

濱田泰治 〇 〇 〇 〇

沼宮内信 〇 〇 〇 〇 〇

風間基樹 〇 〇 〇

若林眞妃 〇 〇 〇
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監査等委員である取締役

氏名
企
業
経
営

事
業
戦
略
・
営
業

技
術
・
品
質
管
理

技
術
開
発
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

財
務
会
計

法
務
・
内
部
統
制

サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ

人
事
労
務
・
人
材
開
発

行
政
経
験

土子雄一 〇 〇 〇 〇 〇

小代順治 〇

蓮沼辰夫 〇 〇

補欠の監査等委員である取締役

氏名
企
業
経
営

事
業
戦
略
・
営
業

技
術
・
品
質
管
理

技
術
開
発
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

財
務
会
計

法
務
・
内
部
統
制

サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ

人
事
労
務
・
人
材
開
発

行
政
経
験

工藤秀男 〇 〇

以 上
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A9出口

サンクン
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プラザビル

三田口
（西口）

芝五丁目

ファミリーマートローソン

都営
浅草
線

至品
川

至浜
松町

JR山
手線
・京
浜東
北線

第一
京浜

港区新型コロナワクチン
接種センター

東京女子学園中学・高校

芝税務署
NEC本社ビル

ファミリーマート

三田
NNホール

三田駅

三田駅

JR 田町駅

会場：三田NNホール
三田NNビル地下１階

株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル地下１階
三田ＮＮホール
ＴＥＬ. 03-5443-3233（代表）

〈最寄駅〉
●ＪＲ田町駅より徒歩５分
●都営地下鉄三田線三田駅直結（Ａ９出口）
●都営地下鉄浅草線三田駅より徒歩３分
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